
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 住民基本台帳ファイル 

行政機関等の名称 弘前市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
市民生活部市民課 

個人情報ファイルの利用目的 

市町村が住民を対象とする行政を適切に行うため、住民の正しい権

利を保護するために、住民に関する正確な記録の整備を行い、選挙

人名簿の登録、その他住民に関する正確な記録の整備を行い、選挙

人名簿の登録、その他住民に関する事務処理の基礎として住民記録

の一元管理を行う。また居住関係の公証を行う。 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３個人番号、４住民票コード、５カナ氏

名、６氏名、７生年月日、８性別、９現住所情報、１０方書、１１

住民となった年月日、１２住民となった事由、１３住民となった届

出年月日、１４住民でなくなった年月日、１５住民でなくなった事

由、１６住民でなくなった届出年月日、１７住所を定めた年月日、

１８住所を定めた事由、１９住所を定めた届出年月日、２０外国人

住民となった年月日、２１外国人住民となった事由、２２外国人住

民となった届出年月日、２３続柄、２４世帯主名、２５本籍地情報、

２６筆頭者、２７前住所情報、２８転出予定地情報、２９転出確定

地情報、３０外国人情報 カナアルファベット氏名、３１外国人情

報 カナ漢字氏名、３２外国人情報 アルファベット氏名、３３外

国人情報 漢字氏名、３４外国人情報 通称、３５外国人情報 国

籍・地域コード、３６外国人情報 在留資格コード、３７外国人情

報 在留期間等年、３８外国人情報 在留期間等月、３９外国人情

報 在留期間等日、４０外国人情報 在留期間等の満了の日、４１

外国人情報 特別永住者証明書交付年月日、４２異動情報 異動事

由、４３異動情報 異動年月日、４４異動情報 届出年月日、４５

更新年月日、４６更新者ＩＤ、４７旧氏 カナ氏名、４８旧氏 氏

名、４９支援措置情報 

記録範囲 
弘前市に居住する日本人及び外国人（過去に居住していた除票者を

含む） 

記録情報の収集方法 
本人または本人の代理人、地方公共団体情報システム機構、出入国

在留管理庁、他市区町村通知等 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない。 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を

受理する組織

の名称及び所

在地 

名称 弘前市市民生活部市民課、弘前市企画部法務文書課 

所在地 
〒036-8551 

青森県弘前市大字上白銀町１番地１ 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

電子計算機処理に係る個人情報ファイル（電算処理ファイル）又はマニュ

アル処理に係る個人情報ファイル（マニュアル処理ファイル）の種別 

☑電算処理ファイル 

□マニュアル処理ファイル 

（電算処理ファイルである場合） 

 
利用目的及び記録範囲が当該電算処理ファイルの利用目的及び記録

範囲の範囲内であるマニュアル処理ファイルの有無 

□有 

☑無 



備考 

証明書の発行は、市民課の外、岩木総合支所民生課・相馬総合支所

民生課・東目屋出張所・船沢出張所・高杉出張所・裾野出張所・新

和出張所・石川出張所で行っている。 

 


